
※求職者支援訓練は、離職してから１年以内で、教育訓練

給付の受給に必要な雇用保険の加入期間が不足している

方も対象です。詳しくはハローワークにご相談ください。

※専門実践教育訓練を受講する場合は

２年以上

・前回の受講開始日以降、雇用保険の加入期間

が３年以上ある

・前回の支給日から今回の受講開始日までに３年

以上経過している

●専門実践教育訓練支援給付金とは～令和6年度入学生までが対象（暫定処置のため変更となる場合あり）～
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方で、訓練受講をさらに支援するために雇用保険の基本手当の日額80％に相当する額を支給する制度です。

※支給要件があります。お住まいを管轄するハローワークにおいて支給要件照会の手続きを行いますと、給付が受けられるかどうかを調べることができます。

働く人の主体的なキャリアアップ・キャリアチェンジを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付

制度です。「専門実践教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練支援給付金」があります。

※訓練経費＝入学金+授業料+実習費+必須テキスト代
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